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2018春季生活闘争 

第 6回中央闘争委員会 確認事項 

 

 

 連合は本日、2018春季生活闘争の第 6回中央闘争委員会を開催し、以下の内容を確

認した。 

 

１． 2018春季生活闘争は、5月 8日（火）10時時点で、月例賃金改善を要求した 5,162

組合の概ね 7割に当たる 3,575組合が妥結したことを確認した。 

 月例賃金にこだわり「底上げ・底支え」「格差是正」をめざして取り組んだ結

果、賃上げ要求のすそ野が広がるとともに早期決着の流れが前進し、「賃上げ」

の流れは力強く継続している。 

 

２． 連合・構成組織・地方連合会は、未解決組合の解決に向け、引き続き支援して

いく。 

 

３． 5月 8日時点の交渉・回答状況を踏まえ、「中間まとめ（案）」を提起する。組織

討議を求め、第 77 回中央委員会で協議・確認後、「まとめ」の確認に至るまで

活発な議論を進め、以降の運動に反映していくこととする。 

 

 

以上 

 

 

○ 当面の日程 

１．機関会議 

 2018年 5月 24日 第6回中央闘争委員会（第10回中央執行委員会後） 

  6月 7日 第77回中央委員会 

  7月 18日 第8回戦術委員会（第12回三役会後） 

   20日 第7回中央闘争委員会（第12回中央執行委員会後） 

 

２．情報発信  ※ いずれも連合ホームページ掲載 

 2018年 6月 11日 第6回回答集計結果（5月末状況）公表 

  7月 6日 第7回（最終）回答集計結果（6月末状況）公表 
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2018春季生活闘争 中間まとめ（案） 

 

 

はじめに 

 2018春季生活闘争は、「底上げ・底支え」「格差是正」と「すべての働く者の立場に

たった働き方」の実現を同時に推し進めることで、日本社会全体の生産性を向上させ、

「経済の自律的成長」「包摂的な社会の構築」「人的投資の促進」「ディーセント・ワー

クの実現」をめざす闘争である。 

 これまでの間、月例賃金にこだわり賃金の社会的水準確保を重視した取り組みを継

続するとともに、中小企業労働者や非正規労働者の処遇改善を念頭に置いて「大手追

従・大手準拠などの構造を転換する運動」と働き方も含めた「サプライチェーン全体

で生み出した付加価値の適正分配」の流れを継続・定着・前進させる方針を掲げ、組

織一体となった取り組みを行ってきた。 

 今回、4月末までの取り組み状況を踏まえ、2018春季生活闘争の中間的とりまとめ

を行う。6月 7日に開催される第 77回中央委員会における「中間まとめ」の確認を経

て、第 7回中央闘争委員会（7月 20日開催予定）において「まとめ」の確認に至るま

で活発な議論を進め、2019春季生活闘争の方針議論に結びつけていく。 

 

１．2018春季生活闘争に対する現時点までの取り組み経過 

（１）要求・妥結状況 

 第 5 回回答集計（5月 8 日時点）で、要求を提出した組合は 6,353 組合、うち月

例賃金改善（定昇維持含む）を要求した組合は 5,162組合となり、昨年同時期に比

べて 665組合増加した。 

 妥結済組合は 3,575 組合で、うち賃金改善分を獲得した組合は 1,557 組合とな

り、昨年同時期に比べて 547組合増加した。 

 また、3月末までに解決した組合は要求提出組合の 43.3％（昨年同時期 9ポイン

ト増）となり、解決の早期化も大きく前進した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）交渉状況 

 経営側は個人消費の活性化を通じた経済の好循環実現にむけた社会的な要請や
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期待については一定程度の理解を示しつつも、経済や事業の先行き不透明感、過去

4 年間の賃上げによる賃金水準の上昇などを理由に、賃上げに対しては極めて慎重

な判断が必要との態度を示した。 

 組合は、「経済の自律的成長」に向けた社会的要請に応える責任を強調するとと

もに、企業・産業の存続・発展、働く者のモチベーションの維持・向上には「人へ

の投資」が必要であると強く主張し、粘り強い交渉を展開した。 

 

（３）闘争体制の確立と社会対話・情報発信の強化（詳細は別紙参照） 

 連合本部・地方連合会は共闘体制を確立し、各種機関会議において交渉状況を共

有し、今後の戦術を検討・確認するとともに、経営者団体との意見交換、地域フォ

ーラムの開催、各種集会・会議、「クラシノソコアゲ応援団！ ＲＥＮＧＯキャンペ

ーン」第 3弾の取り組みと連動させた街宣活動、全国一斉集中労働相談ホットライ

ンなど各種諸行動を精力的に行い、世論喚起と社会対話の強化に努めた。 

 賃金相場の波及につながる各種情報を適宜公表するとともに、要求・ヤマ場・回

答集計の記者会見においては、連合の見解の周知に努めた。また、今次取り組みよ

り部門別共闘連絡会議代表者との合同記者会見を開催し、部門ごとの交渉環境の醸

成と社会的波及効果の強化に努めた。 

 

２．具体的な要求項目にかかわる現時点までの回答引き出し状況（5月 8日時点) 

（１）賃上げ 

①平均賃金方式 

 平均賃金方式で要求・交渉を行

った組合のうち 4,091 組合が回

答を引き出し、その加重平均は

6,061円・2.09％となった（昨年

同時期比 255 円増・0.10 ポイン

ト増）。 

 賃上げ分が明確に分かる 2,220

組合の集計で賃上げ分の加重平

均は 1,614 円・0.53％となった

（同 280円増・0.07ポイント増）。 

 とりわけ 300 人未満の中小組

合において、賃上げ分が明確に分

かる 1,322 組合の賃上げ率

0.62％は、昨年同時期を上回っていると同時に大手組合の賃上げ率 0.53％をも上

回っている。 

 

②個別賃金方式 

 個別賃金方式で要求・交渉を行った組合のうち、Ａ方式135 歳の引上げ額・率

が 1,996円・0.71％（同 812円増・0.28ポイント増）、同 30歳は 1,560円・0.64％

（同 473円増・0.20ポイント増）と、いずれも昨年同時期を上回っている。 

                         
1 Ａ方式：特定した労働者（たとえば勤続 17年・年齢 35歳生産技能職、勤続 12年・年齢 30歳事務技術職）の前年度の水準

に対して、新年度該当する労働者の賃金をいくら引き上げるか交渉する方式。この部分を連合は「純ベア」と定義した。 
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 また、Ｂ方式235歳の引上げ額・率が 6,651円・2.51％（同▲600円・▲0.20ポ

イント）、同 30歳が 7,987円・3.45％（同▲254円・▲0.12ポイント）となって

いる。 

 

③非正規労働者の賃金引上げ 

 非正規労働者の賃上げの回答水準

は、時給では単純平均 22.48円（同 2.21

円増）、加重平均 25.34 円（同 3.9 円

増）と、いずれも昨年同時期を上回っ

ている。 

 また、月給では単純平均 4,165円（同

545円増）、加重平均 4,229円（同 689

円増）となっており、いずれも昨年同

時期を上回っている。 

 なお、時給・月給を合わせた集計組

合員数は 70万 3,519人となり、昨年同時期を 4万 9,914人上回った。 

 

④企業内最低賃金 

 「底上げ・底支え」「格差是正」をめざす取り組みとして、企業内最低賃金協定

の締結拡大や協定水準の引上げを重要課題に定めた構成組織・単組が多数あった。 

 

⑤一時金 

 組合員一人あたり平均（加重平均）で、年間月数で 4.96 ヶ月（同 0．11 ヶ月

増）、年間金額で 159万 4,535円（同 3万 2,982円増）となっている。 

 

⑥初任給 

 初任給の要求・交渉を行った組合のうち、高卒／生産技能職の改定額・率は

1,715円・1.06％（同 219円増・0.11ポイント増）、高卒／事務技術職の改定額・

率は 2,445 円・1.50％（同 900 円増・0.54 ポイント増）、大卒／事務技術職の改

定額・率は 2,116円・1.05％（同 247円増・0.12ポイント増）となっている。 

  

                         
2 Ｂ方式：特定する労働者（たとえば新年度勤続 17年・年齢 35歳生産技能職）の前年度の賃金に対し、新年度（勤続と年齢

がそれぞれ１年増加）いくら引き上げるかを交渉する方式。 

12.75 
15.37 

18.10 
20.27 

22.48 

11.58 

17.07 
18.21 

21.44 

25.34 

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2014 2015 2016 2017 2018

単純平均

加重平均

※各年データは第5回回答集計（2014年は第6回）の結果

【非正規労働者（時給）の賃上げ額の推移】

（円）

（年）



（２）すべての労働者の立場にたった働き方の見直し／ワークルールの取り組み 

①長時間労働の是正 

 「長時間労働の是正」に関する要求はのべ 7,168件となり、うち 2,465件で回

答が引き出されている。今回新たに設定した「３６協定の点検や見直し」や「イ

ンターバル規制の導入に向けた取り組み」「年次有給休暇の取得促進に向けた取

り組み」など法改正事項の先行的な取り組みを中心に、要求・回答のいずれにお

いても昨年を上回っている。 
（単位：件数） 

要求事項 
2018.5.10公表 2017.5.12公表 

要求・取組 回答・妥結 要求・取組 回答・妥結 
36協定の点検や見直し 1,448 657 - - 

インターバル規制の導入に向けた取

り組み 
308 144 228 75 

年次有給休暇の取得促進に向けた取

り組み 
1,451 659 889 320 

 

②職場における均等待遇実現に向けた取り組み 

 「職場における均等待遇実現に向けた取り組み」に関する要求はのべ 5,410件、

回答はのべ 1,774件となり、要求・回答いずれにおいても昨年同時期を大幅に上

回っている。雇用安定に向けては「無期労働契約への転換促進および無期転換ル

ール回避目的の雇い止め防止と当該労働者への周知徹底」、処遇改善に向けては

「同一労働同一賃金の実現に向けた労働条件の点検もしくは改善」のうち、「一

時金の支給の取り組み」「福利厚生全般および安全管理に関する取り組み（点検、

分析・検討、是正等の取り組み）」「社会保険の加入状況の確認・徹底と加入希望

者への対応」などの取り組みが、昨年の要求・回答の件数を大きく上回っている。 
（単位：件数） 

要求事項 
2018.5.10公表 2017.5.12公表 

要求・取組 回答・妥結 要求・取組 回答・妥結 
無期労働者への転換促進および無期

転換ルール回避目的の雇い止め防止

と当該労働者への周知徹底 

1,222 689 624 57 

一時金支給の取り組み 559 176 201 102 

福利厚生全般および安全管理に関す

る取り組み（点検、分析、検討、是正

等の取り組み） 

470 78 189 78 

社会保険の加入状況の確認・徹底と加

入希望者への対応 
468 55 85 1 

 

  



（３）男女平等の推進 

 「男女平等の推進」に関する要求はのべ 3,565件となり、うち 1,979件で回答が

引き出されている。とりわけ「男女間賃金格差の実態と要因把握・点検、改善へ向

けた取り組み」については、要求・回答いずれも昨年同時期の件数を大幅に上回っ

ている。また、今回新たに設定した「男性の育児休業取得促進に向けた取り組み」

については、要求が 280件に対して回答が 247件と多くの組合で回答を引き出して

おり、育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備の取り組みが進んでいる。 
（単位：件数） 

要求事項 
2018.5.10公表 2017.5.12公表 

要求・取組 回答・妥結 要求・取組 回答・妥結 
男女間賃金格差の実態と要因把握・点

検、改善へ向けた取り組み 
538 88 214 13 

男性の育児休業取得促進に向けた取

り組み 
280 247 - - 

 

（４）政策・制度実現の取り組み 

 方針に掲げた 6項目の政策課題を中心に、政府・政党への働きかけ、審議会・国

会審議対応など進めている。国会開会中でもあり、後日、取り組み結果や課題など

を整理し、「2018 年度 重点政策実現の取り組みのまとめ（案）」として報告する。 

 なお、4 月 6 日に閣議決定・国会提出された「働き方改革関連法案」は、4 月 27

日より本格的な審議がスタートした。さらに 5月 8日、立憲民主党・国民民主党が

準備してきたそれぞれの対案を国会に提出した。後半国会においては、院内外の連

合フォーラムに集う国会議員と強力に連携し、構成組織・地方連合会・連合本部が

一体となって、働く者の立場にたった法案の実現に全力で取り組む。 

 

（５）春季生活闘争における組織拡大の取り組み 

 2018年の連合組合員総数は、昨年に比べて約 10万人増加し、「700万連合」とな

った。この人員は 2003 年以来の水準であり、登録人員は正規組合員、パート等組

合員ともに増加している。連合の全組織を挙げて取り組んでいる「1000万連合」の

実現に向けて、構成組織および地方連合会による組織拡大の取り組みに加え、連合

本部・構成組織・地方連合会の三位一体の取り組みが実際に結果として現れてきた

ものと考える。引き続き、「1000万連合」の旗の下、“全ての職場に集団的労使関係

を！”を合言葉に、「底上げ・底支え」や「格差是正」の実現に向けて、構成組織・

地方連合会と連携し組織拡大・組織強化に取り組んでいく。 

 

  



３．全般に対する現時点における受け止め 

 5 月 8 日時点の回答引き出し状況とこれまでの取り組み経過を受けた、現時点にお

ける 2018 春季生活闘争に対する受け止めは以下のとおりである。なお現時点でも要

求を提出した組合のうち約半数の組合が交渉中であるため、最終的な受け止めと残さ

れた課題については、「2018春季生活闘争まとめ」において取りまとめることとする。 

 現時点において、「賃金引き上げ」と長時間労働の是正や均等待遇実現など「働

き方の見直し」が同時に推し進められるとともに、職場労使、産業労使、地域フ

ォーラムなどにおいて、「取引の適正化」をはじめとした「サプライチェーン全

体で生み出した付加価値の適正分配」を実現するための話し合いや取り組みが

進められている。このことは、春季生活闘争を通じて社会全体の生産性を向上さ

せ、「経済の自律的成長」「包摂的な社会の構築」「人的投資の促進」「ディーセン

ト・ワークの実現」をめざすとした今次闘争の意義が一定程度浸透しているもの

と受け止める。 

 「賃金引き上げ」については、すべての組合が月例賃金にこだわり、賃金の社会

的水準確保を重視し、「底上げ・底支え」「格差是正」をめざして取り組んだ結果、

賃上げ要求のすそ野が広がるとともに早期決着の流れが前進している。また、回

答についても、昨年を上回る組合が賃上げを獲得しており、企業規模にかかわら

ず「賃上げ」の流れは力強く継続していると受け止める。とりわけ 300人未満の

中小組合では、賃上げ分が明確に分かる組合における賃上げ率は昨年同時期を

上回っていると同時に大手組合をも上回っており、「大手追従・大手準拠などの

構造を転換する運動」が定着・前進しているものと評価する。なお、こうした流

れを後押しする背景の一つには深刻な人手不足があり、人材の確保・定着の必要

性について、従来以上に労使の認識が深まったものと受け止める。 

 一方、中小組合の賃金水準はいまだ低位にあるため、「個別賃金の実態把握」

「賃金制度の確立」に向けた取り組みの継続が必要である。 

 非正規労働者の賃金引き上げは、時給・月給いずれも、額・率とも昨年を上回る

とともに、引き上げの対象となる組合員数も昨年を大きく上回った。雇用形態間

格差の是正に大きな進展が見られるとともに、底上げのすそ野が広がっている

ものと受け止める。また、男女間賃金格差の是正に向けた取り組みについても、

昨年から大きく前進している。企業規模間、雇用形態間、男女間など、あらゆる

格差の是正に向けた取り組みの必要性・重要性への理解が高まっているものと

受け止める。 

 「すべての労働者の立場にたった働き方」の実現に向けては、長時間労働の是正

や職場における均等待遇実現など、法改正に先行した職場の基盤づくりが大き

く前進している。また、育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備など職場にお

ける男女平等の実現に向けた取り組みや再雇用者（定年退職者）の処遇に関する

取り組みなどについても昨年を上回る前進が見られている。今後、具体的な取り

組み内容について構成組織や地方連合会との情報連携に努め、社会全体の取り

組みにつなげていく。 

 今次闘争においては、部門別共闘連絡会議での情報交換内容を統一して現状把

握を進めるとともに、連合記者会見の要所において、共闘連絡会議代表者との合

同記者会見を実施するなど、部門軸での共闘強化に努めた。このことは、部門毎

の交渉環境の醸成と社会的波及効果の強化につながったものと受け止める。 

 



４．今後に向けた検討課題 

 2018闘争においては、賃上げ要求のすそ野が広がるとともに、企業規模、雇用形態、

男女間にかかわらず、賃上げの流れが力強く継続している。また、長時間労働の是正

や均等待遇実現など「働き方の見直し」についても先行的な取り組みが着実に前進し

ている。この流れを現在も取り組みが継続している組合や社会全体へつなげていくこ

とが重要である。 

 また、社会全体の生産性を向上させ、連合がめざす社会を実現していくためには、

生産性三原則に基づき労使の真摯な協議によって決定した労働条件をすべての働く

者へ波及させていくという、日本全体の賃金決定メカニズムとしての春季生活闘争の

意義を広く社会に認知させる必要がある。なお、今次闘争においては、要求とは異な

った形での回答や回答額を非公表とするなど経営側の姿勢に変化も見られた。 

 これから先、日本の経済・社会構造や産業構造など大きな変革期を迎えることを踏

まえると、足元だけでなく、中・長期的な視点を持って、今後の闘争のあり方や共闘

体制の機能強化についても検討していく必要がある。 

 これらの認識を踏まえ、今後、次の観点について検討を深めていく。 

 春季生活闘争のメカニズムを社会に広がりを持った運動としていくための共闘

体制のあり方および諸行動のあり方 

 日本の経済・社会構造や産業構造の変化を見据えた闘争のあり方 

 中小企業の底上げ・格差是正、「同一労働同一賃金」の実現を見据えた、めざす

べき「賃金の絶対値」の設定と企業横断的な賃金相場の形成 

 情報集約と開示の強化 

 

５．今後の日程 

 5月 24日 第6回中央闘争委員会（第10回中央執行委員会後） 

        【中間まとめ（案）確認】 

 6月 7日 第77回中央委員会【中間まとめ確認】 

 

以 上 

 

 

 

  



（別紙） 

闘争体制の確立と社会対話・情報発信の強化 

 

１．機関会議 

会議名 開催日 

中央闘争委員会 第 1回 2017.12.21／第 2回 2018.1.18／第 3回 2.16／第

4回 3.8／第 5回 4.19／第 6回 5.24 

戦術委員会 第 1回 2017.12.19／第 2回 2018.1.16／第 3回 2.14／第

4回 3.6／第 5回（臨時）3.12／第 6回 4.17／第 7回 5.22 

部門別共闘連絡会議 （金属共闘連絡会議）第 1回 2018.1.23 

（化学・食品・製造等共闘連絡会議）第 1回 1.30 

（流通・サービス・金融共闘連絡会議）第 1回 1.18／第

2回 4.4 

（インフラ・公益共闘連絡会議）第 1回 1.17 

（交通・運輸共闘連絡会議）第 1回 1.25／第 2回 4.17 

労働条件委員会 第 1 回 2017.10.6／第 2 回 11.6／第 3 回 12.19／第 4 回

2018.2.2／第 5回 5.15 

中小労働委員会（中小共

闘センター） 

第 1 回 2017.10.6／第 2 回 11.8／第 3 回 2018.2.2／第 4

回 2.28／第 5回 4.6／第 5回 5.18 

労働条件担当者会議 第 1 回 2017.10.6／第 2 回 10.27／第 3 回 11.9／第 4 回

12.20／第 5回 2018.2.5／第 6回 3.29／第 7回 4.24／第

8回 5.11 

非正規共闘担当者会議 第 1回 2017.10.6／第 2回 11.9／第 3回 2018.5.11 

中小労働担当者会議（中

小共闘担当者会議） 

第 1回 2017.11.9／第 2回 2018.2.5／第 3回 5.11 

 

２．経営者団体との懇談会 

団体名 開催日 

日本経済団体連合会 2018.1.23 

全国中小企業団体中央会 2018.3.15 

中小企業家同友会全国協議会 2018.6.5 

 

３．諸行動 

行動名 開催日 

全国一斉集中労働相談ホットライン「知っていますか 36 協定？

適正な協定で長時間労働、不払い残業を解決しよう！」 

2017.12.14-15 

2018春季生活闘争 格差是正フォーラム 12.18 

連合学習会「長時間労働是正に向けた労働組合の取り組み－36

協定の点検と適正な労働時間管理－」 

12.20 

「性的指向及び性自認に関する差別禁止に向けた取り組みガイ

ドライン」学習会 

2018.1.12 

「2018連合白書」説明会 

2018春季生活闘争 闘争開始宣言 2.5中央総決起集会 2.5 

～働き続けたい！なぜ辞めなければならないの!？ＳＴＯＰ雇止 2.8-10 



め･雇用不安！全国一斉集中労働相談ホットライン～ 

－まだ間にあう！労働契約法改正（無期(ムキ)転換ルール）への

対応 －「労働者・経営者のためのムキムキセミナー」 

3.1 

2018春季生活闘争・政策制度 要求実現 3.5中央集会 3.5 

2018春季生活闘争 3.8国際女性デー全国統一行動・中央集会 3.8 

2018春季生活闘争 共闘推進集会 4.6 

第 89回メーデー中央大会 4.28 

 

 

４．情報発信 

行動名 開催日 

2018春季生活闘争 要求集計結果公表（プレスリリース） 2018.3.2 

第 7回中央執行委員会 第 4回中央闘争委員会後 定例記者会見 3.8 

ヤマ場（記者会見） 3.14 

第 1回回答集計結果（第 1先行組合回答ゾーン）公表 

（共闘連絡会議合同記者会見） 

3.16 

第 2回回答集計結果（第 2先行組合回答ゾーン）公表 

（記者会見） 

3.23 

第 3回回答集計結果（3月月内決着集中回答ゾーン）公表 

（共闘連絡会議合同記者会見） 

4.6 

第 4回回答集計結果（4月中旬状況）公表 4.19 

第 5回回答集計結果（4月末状況）公表 5.10 
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報道関係者各位 

 

 

2018春季生活闘争 第 5回回答集計結果について 
 

 

連合 2018春季生活闘争につきまして、5月 8日（火）午前 10時時点で第 5回回答

集計を行いましたので、結果を報告いたします。 

2018年 5月 10日（木） 

 

《問い合わせ先》 

総合労働局 

  総合労働局長 冨田 珠代 

直通電話 03（5295）0517 

代表電話 03（5295）0550 

 

【概要】 

○ すべての組合が「底上げ・底支え」「格差是正」に重点を置き、月例賃金に

こだわった取り組みを進めている。要求提出状況はほぼ昨年並みだが、月例

賃金改善を要求した組合の割合は昨年同時期を約 8ポイント上回っている。 

約 7 割の組合が妥結済で、これはおおむね昨年同時期並だが、賃金改善分を

獲得した組合は 43.6％（昨年同時期比 11.3ポイント増）となっている。 

○ 平均賃金方式でみると、「賃上げ」の流れは依然、力強く維持されている。

企業規模にかかわらず額・率とも昨年同時期を上回っているのに加え、中小

組合（組合員数 300 人未満）においては、率で前回第 4 回回答集計（4 月 19

日公表）をも上回り、2.02％となった。4月末時点の中小組合の集計結果が 2％

を上回るのは、21 世紀では初めてのことである。全体と中小組合との定昇相

当込み賃上げ率の差は 2016春季生活闘争以降着実に縮小しており、「大手追

従・大手準拠などの構造を転換する運動」の前進が成果として現れているも

のと受け止める。 

○ 非正規労働者の賃上げ額は昨年同時期比で時給 3.90円・月給 689円のプラス

である（加重平均）。賃上げ率（試算）はいずれも、いわゆる正規労働者を

主たる対象とする平均賃金方式の集計結果を上回っている。 

○ 「長時間労働の是正」および「職場における均等待遇実現に向けた取り組み」

の各項目で、多くの前進回答が引き出されている。また、職場における男女

間賃金格差の是正についても着実に進展しており、すべての労働者の立場に

たった「働き方」の見直しが法改正に先立って着実に進められているものと

受け止める。 

○ 依然 3割の組合が交渉を継続している。連合は「底上げ春闘」を貫徹すべく、

構成組織および地方連合会と緊密に連携し、未解決組合支援に全力を尽くす。 

 

2018春季生活闘争　第6回中央闘争委員会確認／2018.5.24



 

 

Press Release 

201８春季生活闘争 検索 

１．

4,091 組合 255 円 3,978 組合

2,642,166 人 0.10 ポイント 2,421,415 人

2,806 組合 344 円 2,800 組合

276,401 人 0.12 ポイント 269,566 人

1,640 組合 236 円 1,677 組合

69,681 人 0.10 ポイント 70,683 人

1,166 組合 383 円 1,123 組合

206,720 人 0.13 ポイント 198,883 人

1,285 組合 242 円 1,178 組合

2,365,765 人 0.09 ポイント 2,151,849 人

825 組合 408 円 767 組合

441,329 人 0.12 ポイント 412,563 人

460 組合 200 円 411 組合

1,924,436 人 0.09 ポイント 1,739,286 人
※ 2018年と2017年で集計対象組合が異なるため、「定昇相当込み賃上げ計」の昨年対比は整合しない。

2,220 組合 6,457 円 1,614 円 282 円 1,851 組合 6,356 円 1,332 円

1,772,515 人 2.21 ％ 0.53 ％ 0.07 ポイント 1,489,596 人 2.16 ％ 0.46 ％

1,322 組合 5,608 円 1,534 円 152 円 1,117 組合 5,185 円 1,382 円

161,421 人 2.26 ％ 0.62 ％ 0.04 ポイント 133,923 人 2.13 ％ 0.58 ％

605 組合 5,221 円 1,604 円 145 円 520 組合 4,963 円 1,459 円

30,629 人 2.21 ％ 0.69 ％ 0.06 ポイント 26,142 人 2.14 ％ 0.63 ％

717 組合 5,698 円 1,518 円 155 円 597 組合 5,235 円 1,363 円

130,792 人 2.28 ％ 0.61 ％ 0.04 ポイント 107,781 人 2.12 ％ 0.57 ％

898 組合 6,551 円 1,622 円 295 円 734 組合 6,475 円 1,327 円

1,611,094 人 2.21 ％ 0.53 ％ 0.08 ポイント 1,355,673 人 2.16 ％ 0.45 ％

565 組合 5,773 円 1,463 円 200 円 458 組合 5,418 円 1,263 円

306,024 人 2.12 ％ 0.55 ％ 0.08 ポイント 248,726 人 2.04 ％ 0.47 ％

333 組合 6,753 円 1,659 円 317 円 276 組合 6,726 円 1,342 円

1,305,070 人 2.23 ％ 0.52 ％ 0.08 ポイント 1,106,947 人 2.19 ％ 0.44 ％

4,091 組合 313 円 3,978 組合

2,642,166 人 0.09 ポイント 2,421,415 人

2,806 組合 278 円 2,800 組合

276,401 人 0.09 ポイント 269,566 人

1,640 組合 211 円 1,677 組合

69,681 人 0.06 ポイント 70,683 人

1,166 組合 370 円 1,123 組合

206,720 人 0.12 ポイント 198,883 人

1,285 組合 368 円 1,178 組合

2,365,765 人 0.11 ポイント 2,151,849 人

825 組合 440 円 767 組合

441,329 人 0.13 ポイント 412,563 人

460 組合 215 円 411 組合

1,924,436 人 0.07 ポイント 1,739,286 人

1,000人～

定昇相当込み賃上げ計

額 率

定昇相当込み賃上げ計

額 率

～99人

100～299人

300人以上 計

300～999人

定昇相当込み
賃上げ計集計組合員数 賃上げ分 集計組合員数 賃上げ分

300人未満 計

％

％

《参考１》
賃上げ分が明確に分
かる組合の集計
（加重平均）

2018回答（2018年5月10日公表)
賃上げ分
昨年対比

2017回答（2017年5月12日公表)

集計組合数 定昇相当込み
賃上げ計

集計組合数

％

1,000人～ 6,126
円

2.08
％

5,911
円

2.01
％

300～999人 5,501
円

2.04
％

5,061
円

1.91

300人以上 計 5,727
円

2.06
％

5,359
円

1.95
％

％

100～299人 5,112
円

2.06
％

4,742
円

1.94
％

～99人 4,077
円

1.80
％

3,866
円

1.74

300人未満 計 4,495
円

1.92
％

4,217
円

1.83
％

集計組合数

集計組合員数 集計組合員数

4,869
円

1.96
％

4,556

《参考２》
組合数による
単純集計

2018回答（2018年5月10日公表)

昨年対比

2017回答（2017年5月12日公表)

集計組合数

円
1.87

％

定昇相当込み賃上げ計

額 率

定昇相当込み賃上げ計

額 率

1,000人～ 6,362
円

2.11
％

6,162
円

2.02

300～999人 5,545
円

2.05
％

5,137
円

1.93

300人以上 計 6,202
円

2.10
％

5,960
円

2.01
％

％

100～299人 5,177
円

2.07
％

4,794
円

1.94
％

～99人 4,279
円

1.88
％

4,043
円

1.78

300人未満 計 4,942
円

2.02
％

4,598
円

1.90
％

集計組合数

集計組合員数 集計組合員数

6,061
円

2.09
％

5,806

賃金引き上げ

①平均賃金方式　（集計組合員数による加重平均）

平均賃金方式

2018回答（2018年5月10日公表)

昨年対比

2017回答（2017年5月12日公表)

集計組合数

円
1.99

％
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156 組合 282,627 円

129,439 人 284,617 円

130 組合 245,018 円

128,988 人 246,578 円

126 組合 265,005 円

79,944 人 271,655 円

99 組合 231,233 円

45,140 人 239,220 円

【注】

２． 非正規労働者賃金引上げ

単純平均 276 組合 22.48 円 982.96 円 2.21 円 291 組合 20.27 円 964.07 円

加重平均 670,617 人 25.34 円 973.31 円 3.90 円 624,498 人 21.44 円 954.01 円

単純平均 116 組合 4,165 円 2.01 ％ 545 円 107 組合 3,620 円 1.80 ％

加重平均 32,902 人 4,229 円 2.04 ％ 689 円 29,107 人 3,540 円 1.74 ％

３．

1,926 組合 1,898 組合

1,744,482 人 1,711,093 人

1,052 組合 956 組合

1,118,421 人 976,972 人

1,489 組合 1,648 組合

1,290,856 人 1,164,513 人

1,037 組合 1,048 組合

816,188 人 626,111 人
※

４．

8,142 組合 8,126 組合

6,353 組合 78.0 ％ 6,382 組合 78.5 ％

5,162 組合 63.4 ％ 4,497 組合 55.3 ％

1,789 組合 22.0 ％ 1,744 組合 21.5 ％

5,162 組合 4,497 組合

66
組合

1.3
％

56
組合

1.2
％

766
組合

14.8
％

298
組合

6.6
％

672
組合

13.0
％

361
組合

8.0
％

735 組合 14.2 ％ 830 組合 18.5 ％

1,278 組合 24.8 ％ 1,584 組合 35.2 ％

6 組合 0.1 ％ 2 組合 0.0 ％

6月中 0 組合 0.0 ％ 0 組合 0.0 ％

52 組合 1.0 ％ 0 組合 0.0 ％

3,575 組合 69.2 ％ 3,131 組合 69.5 ％

未妥結 小計 1,587 組合 30.7 ％ 1,366 組合 30.4 ％

妥結済組合（月例賃金改善限定） 3,575 組合 3,131 組合

1,557 組合 43.6 ％ 1,010 組合 32.3 ％

477 組合 13.3 ％ 572 組合 18.3 ％

5 組合 0.1 ％ 4 組合 0.1 ％

1,536 組合 43.0 ％ 1,545 組合 49.3 ％

確認中

小計

賃金改善分獲得

定昇相当分確保のみ（協約確定含む）

定昇相当分確保未達成

確認中

要求検討中・要求状況不明

要求提出組合（月例賃金改善限定）

妥
結
済

ヤマ場週より前
（2018:3/9まで・2017:3/10まで）

第1先行組合回答ゾーン
（2018:3/10-16・2017:3/11-17）

第2先行組合回答ゾーン
（2018:3/17-23・2017:3/18-24）

3月末まで

4月中

5月中

集計組合　計

要求を提出（賃金に限らず全ての要求）

うち、月例賃金改善（定昇維持含む）を要求

円
680,863

円
〈月数〉集計と〈金額〉集計では集計対象組合が異なるため、集計結果は整合しない。

要求状況・妥結進捗状況　　【注】率は少数第1位未満を四捨五入しており、計と一致しない場合がある

2018回答（2018年5月10日公表) 2017回答（2017年5月12日公表)
組合数 率 組合数 率

月

月
4.85

月

金額 1,594,535
円

32,982
円

1,561,553
円

2.28
月

年
間

月数 4.96
月

0.11

季
別

月数 2.45
月

0.17

金額 740,095
円

59,232

賃上げ額 率（参考値）
集計組合員数 集計組合員数

一時金　（組合員数による加重平均）

一時金

2018回答（2018年5月10日公表)

昨年対比

2017回答（2017年5月12日公表)

集計組合数

月給
集計組合数

賃上げ額 率（参考値） 昨年対比
集計組合数

回答
集計組合数

回答
集計組合員数 集計組合員数

Ａ方式： 特定した労働者（たとえば勤続17年・年齢35歳生産技能職、勤続12年・年齢30歳事務技術職）の前年度の水準に対して、新年度該当する労働者の
賃金をいくら引き上げるか交渉する方式。この部分を連合は「純ベア」と定義した。

Ｂ方式： 特定する労働者（たとえば新年度勤続17年・年齢35歳生産技能職）の前年度の賃金に対し、新年度（勤続と年齢がそれぞれ１年増加）いくら引き上
げるかを交渉する方式。

2018回答（2018年5月10日公表)

昨年対比

2017回答（2017年5月12日公表)

時給
集計組合数

賃上げ額

Ｂ方式30歳 7,987
円

3.45
％

平均時給
（参考値）

集計組合数
賃上げ額 平均時給

集計組合員数 集計組合員数

Ａ方式30歳 1,560
円

0.64
％

Ｂ方式35歳 6,651
円

2.51
％

②個別賃金方式　（組合数による単純平均）

個別賃金方式

2018回答（2018年5月10日公表)

集計組合数
引上げ額 引上げ率

改定前水準
到達水準集計組合員数

Ａ方式35歳 1,996
円

0.71
％

 
  


